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★条例案12件、予算	 案12件、その他の議案33件を可決

11月２日開催 	第７回（11月）臨時会 
★条例案２件を可決
◆佐渡市総合教育センター条例及び佐渡市公民館条例を改正しました

　両津支所の解体工事に伴い、佐渡市総合教育センター及び佐渡市公民館を平成29年１月４日から
畑野行政サービスセンターへ暫定的に移転するため、条例を改正しました。

12月28日開催 	第９回（12月）臨時会 
◆佐渡市本庁舎建設に関する住民投票条例の制定についての再議の件

　地方自治法の規定に基づき行われた本庁舎建設に関する住民投票条例の制定を求める直接請求
により議会に付議され、平成28年12月22日の本会議において賛成多数で原案のとおり可決されました
が、この議会の議決に異議があるとして地方自治法の規定に基づき市長が再議に付したものです。
　審議の結果、賛成者が所定の数に達せず12月22日の議決のとおり決することは否決され、住民投票条例
案は廃案となりました。（※地方自治法第176条第３項の規定により、可決するには３分の２以上の賛成が必要。）

　特定有人国境離島特別措置法に係る航路の運賃低廉化について検討するため、特別委員会を設置して
審査を行いました。（※審査報告の概要は11ページに掲載）

　９月定例会で継続審査となっていた平成27年度決算認定に関する14件の議案は認定されました。�
（※決算審査特別委員会が指摘した主な項目は12～13ページに掲載）

○一般会計予算の歳入歳出にそれぞれ６億２千378万２千円を追加
　主な内容は、国の補正予算に伴う経済対策事業費の予算計上、工事発注時期の平準化を図るための債
務負担行為の設定、国から内示を受けた地方創生推進交付金、本庁舎建設に係る住民投票経費の計上及
び新潟県人事委員会の職員給与改定に関する勧告に伴う人件費の増額です。
　なお、各委員会が次の意見を付けました。

　【総務常任委員会】
　　　　経済対策について
　市内の景気状況は極めて厳しい状況に置かれていることから、本予算において市独自の対策を含めた
大規模な経済対策を講じるべきであったことを強く指摘する。翌月には臨時会の招集が予定されているこ
とから、当該臨時会において新たな経済対策を提案できるよう早急に作業に着手することを強く求める。

　【社会文教常任委員会】
　　　幼稚園整備事業について
　さわた幼稚園の耐震工事において、当初計画より大規模な修繕が必要となっていることが確認された。これ
により教育環境に大きな影響が出ていることから、今後の授業に支障が生じないよう万全の対策を講ずること
を強く求める。

◆特定有人国境離島運賃低廉化検討特別委員会を設置しました

◆平成27年度決算認定に関する議案について

◆平成28年度一般会計補正予算を可決

意見

意見
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★条例案12件、予算	 案12件、その他の議案33件を可決
12月２日～12月22日開催

第８回（12月）定例会

①佐渡市本庁舎建設に関する住民投票条例の制定について
　地方自治法の規定に基づき行われた本庁舎建設に関する住民投票条例の制定を求める直接請求により、
市長から条例制定に反対する意見が付されて議会に提案された、佐渡市本庁舎建設に関する住民投票条
例案について、賛成多数で可決しました。

（なお、第９回（12月）臨時会で再議に付され、審議の結果は2ページ下段のとおりです。）

②─佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、佐渡市特別─
職の職員の給与に関する条例、佐渡市教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例を改正しました

　特別職の国家公務員給与に係る法律改正を踏まえ、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の額を

改定するため、それぞれ関係する条例を改正しました。

③佐渡市職員の給与に関する条例を改正しました
　新潟県人事委員会の職員給与改定に関する勧告を踏まえ、給料表の改正を行うため、佐渡市職員の給

与に関する条例を改正しました。

④旧佐渡会館解体工事請負契約の締結、両津支所解体工事請負契約の締結について
　旧佐渡会館解体工事及び両津支所解体工事について、指名競争入札の落札者と請負契約を締結するこ
とを認めました。
　なお、総務常任委員会が次の意見を付けました。

　　両案件の入札結果ともに、予定価格と最低制限価格の枠内に入った入札者が落札者１者のみとな
っている。市は可及的速やかに入札のあり方を抜本的に見直し、議会に見直し案を提示することを強
く求める。

　�　さらに、公共工事については、旧市町村単位で発注量に偏向が見られていることから、公共工事の

発注に際し各地区の発注量の平準化を検討すること。

⑤─両津湊・河崎地区統合保育園建設工事請負契約の締結について
　両津湊・河崎地区統合保育園建設工事（建築・機械設備）について、指名競争入札及び一般競争入札
の落札者とそれぞれ請負契約を締結することを認めました。

⑥佐渡市農業委員会に関する条例を改正しました
　農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるため、
佐渡市農業委員会に関する条例を改正しました。
　なお、産業建設常任委員会が次の意見を付けました。

　　農業委員及び農地利用最適化推進委員の選任は、公募により実施するということであるが、各地
区のバランスを考慮されたい。

◆定例会の主な審議事項

意見

意見
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12月定例会においては、14人の議員が一般質問を行い、市政について
質
ただ

しました。
本コーナーでは、その要旨を、議員の寄稿により掲載しています。
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市
長
は
権
力
行
使
を
優

先
し
、
地
に
足
の
つ
い
た
安
定

感
の
あ
る
状
況
と
は
言
い
難

い
。
議
会
制
民
主
主
義
の
政
治

体
制
の
中
で
、
地
方
自
治
は
執

行
部
と
議
会
の
二
元
代
表
制
の

も
と
に
市
政
執
行
を
行
う
と
考

え
る
が
、
ど
う
か
。

 

地
方
自
治
は
、
立
法
権

の
あ
る
議
会
と
行
政
権
の
あ
る

自
治
体
の
長
が
両
輪
と
し
て
地

方
自
治
を
進
め
る
二
元
代
表
制

と
認
識
し
て
い
る
。

 

市
長
千
人
力
と
言
わ

れ
、
議
会
の
力
は
議
決
だ
け
だ

か
ら
、
市
長
の
力
が
と
て
つ
も

な
く
大
き
い
と
い
う
の
が
地
方

自
治
体
の
現
状
だ
。
市
長
の
行

動
が
透
明
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、

二
元
代
表
制
は
成
り
立
た
な

い
。
市
長
は
大
き
な
政
策
変
更

を
す
る
場
合
、
休
会
中
で
も
議

員
全
員
協
議
会
な
ど
を
開
い
て

説
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

庁
舎
問
題
の
部
分
も
指

摘
に
入
っ
て
い
る
と
思
う
が
、

私
の
最
初
の
案
、
別
の
最
終
案

に
つ
い
て
は
、
８
月
上
旬
に
議

員
全
員
協
議
会
で
説
明
し
た
。

住
民
説
明
会
も
10
か
所
で
行
っ

た
。
た
だ
し
、
事
後
報
告
に
な

っ
た
こ
と
は
お
詫
び
し
た
い
。

 

市
長
は
政
治
責
任
に
つ

い
て
、
市
民
が
株
主
と
言
っ
て

い
る
が
、
市
長
の
“
身
内
”
の

声
は
聞
く
が
、
サ
イ
レ
ン
ト
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
を

ど
の
程
度
考
慮
し
て
い
る
か
。

市
長
と
距
離
の
あ
る
人
達
の
声

を
聞
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

常
に
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
ー
の
声
を
し
っ
か
り

重
視
し
て
い
る
つ
も
り
だ
。
市

民
の
幅
広
い
意
見
、
情
報
を
把

握
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

 

佐
渡
市
は
「
部
局
制
」

か
ら
「
課
長
制
」
に
移
行
し
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
市
長

が
「
部
局
制
」
に
戻
し
た
い
と

す
る
意
味
を
説
明
さ
れ
た
い
。

 

今
回
の
組
織
改
編
は
、

迅
速
か
つ
的
確
に
情
報
の
把
握

と
共
有
を
し
、
施
策
の
決
定
と

遂
行
を
す
る
こ
と
だ
。

 

例
え
ば
、
建
設
課
と
上

下
水
道
課
を
１
人
の
部
長
で
ま

か
な
う
と
、
真
野
と
本
庁
に
分

か
れ
て
、
入
札
な
ど
の
決
裁
に

困
ら
な
い
か
。

 

職
場
の
場
所
、
地
域
な

ど
が
分
か
れ
て
い
て
も
、
電
子

決
裁
な
ど
で
対
応
し
た
い
。

 

現
在
の
10
代
、
20
代
、

30
代
の
若
い
人
達
が
将
来
の
佐

渡
市
に
夢
の
持
て
る
将
来
像

に
、
現
役
世
代
の
私
達
が
20
年

後
、
30
年
後
の
責
任
を
持
つ
べ

き
だ
。
孫
の
た
め
に
“
美
田
”

や
“
美
林
”
を
残
す
こ
と
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。

 

10
年
後
の
人
口
減
あ
る

い
は
世
代
間
格
差
の
問
題
を
ど

う
歯
止
め
を
か
け
る
か
、そ
れ
が

一
番
大
事
な
こ
と
と
考
え
る
。
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